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研究成果の概要（和文）：　日本法はミクスト・リーガル・システム（混合法）であるという観点から、条理、名誉毀
損、信託を検討し、他地域（南アフリカ、ルイジアナ、スコットランド、ケベック、インド、セルビア、モンテネグロ
）との比較検討を行い、国内外に向けて発信した。
　具体的な素材を通して、ミクスト・リーガル・システムの方法がどのように有効であり得るか（分類論として（広義
ミクスト・リーガル・システム）、また分析の道具として（狭義））、さらに実務と学説で混合態様が異なるなど方法
論上の重要な点が明らかになった。

研究成果の概要（英文）：From our study it becomes clear that analyzing Japanese law in the light of the le
gal experiences of such mixed jurisdictions as South Africa, Scotland, Louisiana, Quebec, etc. can help us
 in finding a methodology for explaining Japanese law in English, but also in mapping Japanese law in the 
world. In these three years, we have published many articles and read papers at international conferences 
on equity, defamation and other torts, as well as trusts. 
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
本研究の出発点には、平成 20-22 年度科研

費基盤研究（C）｢ミクスト・リーガル・シ
ステム研究序説―日本法の比較法的再定位
と実践的再構成―｣がある。ミクスト・リー
ガル・システム(混合法)の概念は、近年 EU
の動き等を背景にして欧米を中心に注目を
集めるようになったが、我が国においては
まだ殆ど知られていない。研究代表者と研
究分担者はここ数年同概念に注目し、日本
法をこの概念を参照して分析し、世界の諸
法の中に積極的に位置づけるべきではない
かと考え、理論的、方法論的研究に従事し
てきた。本研究は、より具体的な論点をと
りあげつつ、研究の深化を図るものである。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、ミクスト・リーガル・シ
ステム（Mixed Legal System）の理論枠組
みを用いて、条理（equity）､名誉毀損
（defamation）、信託(trust）に問題を絞っ
て分析することにより、世界における日本
法の再定位を行うことであり、日本法とミ
クスト・リーガル・システム諸地域の法と
の共通点・相違点を明らかにし、ミクスト・
リーガル・システム理論自体の発展に対し
日本法からの貢献を行うことである。 
 
３．研究の方法 
 総論と各論に分け、総論ではミクスト・リ
ーガル・システムの定義とその方法を探究し、
各論では条理、名誉毀損、信託のテーマごと
の分析とミクスト・リーガル・システム諸地
域の比較研究を同時進行で進めた。研究代表
者が主として大陸法(Civil law)から、研究分
担者が主として古代ギリシア、ローマ法から、
連携研究者が主として英米法(Common law)
からの視点を持ち寄り、海外の研究者との協
力を通して共同研究を遂行した。 
国内では、T. Honoré, South African Law 

of Trusts の研究会、混合法研究会を組織、開
催し、また比較法学会、法制史学会、信託法
学会での研究発表・シンポジウムを行った。 
海外では、国際混合法学会、英国法制史学

会、南アフリカ法制史学会、ケベック比較法
学会等で発表を行い、またスコットランドで
の国際研究会を組織した。 
 
４．研究成果 
（１） 総論 
 ミクスト・リーガル・システムについては
狭義の定義（大陸法と英米法の混合に限る）
と広義の定義（あらゆる法の混合を含む）が
あり、両者が対立している。しかし、本研究
は、二者択一の議論に疑問を呈し、それぞれ
比較法上の異なった目的に資するものと考
えるに至った。広義定義は法系論のような世
界の法の分類論を再構築するための柱とな
り得る(狭義定義に該当する法はその１グル
ープを構成しうるが、ミクスト・リーガル・

システム論はより大きな分類論上の広がり
をもちうる)( 論文 3;発表 11,37、以下特に
注記のないときは数字は以下に掲げる雑誌
論文の番号を示す)。その際問題は、どのよ
うな法の混合をグループ化していくか、日本
法の比較相手は何処かである(2,6,12;発表
1)。これに対し、狭義定義は、分類指標とし
てではなく、日本法のようにその混合が相対
的に少ないものであっても、その混合態様を
問題とすることを通して、各国・各地域の法
の特徴を描き出す分析手段として用いるこ
とが可能である。このようにして狭義定義は
比較の共通基盤を提供することが出来る。
（論文 17） 
 また、法の間の比較は相互が同平面に立っ
た、あるいは中立的なものではありえず、互
いの視線の違いが存在し、この比較の構造に
対しいかなる方法を取るかが肝要であるこ
とを主張した（diffusion 論、11,16,24;発表
40,43）。 
 さらに、日本における最近のアプローチ
「法のクレオール」、「法の流通」との方法論
的比較を試みた（3,発表 35） 
 
（２） 各論 
① テーマ別 
・条理 
日本における条理(発表 38)、英米法のエク

ィティ(7,26 ほか信託に関する諸成果)、古代
ローマの aequitas、古代ギリシアの epieikeia
（10;発表 2,7,12,13）についての検討を行っ
た。南アフリカでの国際学会‘Ius est ars boni et 
aequi’に参加し、様々な混合法地域の研究者と
討議した。 
・名誉毀損 
名誉毀損の探究はむしろ不法行為の類型

論の考察へと展開した。これを通して、日本
法において学説がえがく日本法の「混合」態
様と、判例が示す「混合」態様とは決定的に
異なっているのではないか、という考察が得
られた（論文 1、発表 6）。逆に言えば、一国
の法の「混合」態様を一つのかたちに特定す
ることには大きな問題がある、ということに
なる。他に不法行為研究として 19、また日本
に招聘した V.Palmer 教授により、不法行為
判例についての混合法比較研究の豊かな蓄
積があることが示された(発表 30，34)。 
・信託 

 日本における英米法の混合の例として信
託法は格好の素材である。これについて海外
へ向けての発信を多く行った（9,18;発表
4,8,37,42）。同時に、イングランドの探究を
行い（20,23;発表 41）、日本において国際シ
ンポジウムを開催し(比較法学会ミニ・シン
ポジウム「ミクスト・リーガル・システムと
日本法」(2012 年)17,18;連続講演「イングラ
ンド法制史―物権と信託」（2012 年） 7,8;
発表 27,28)、インドを素材とした最新の研究
に接した（S.Tofaris 博士招聘、シンポジウム
「信託法の国際的変容―比較法制史の観点か



ら」(2012 年) 7,9;発表 29）。 
 
② 地域別 
・南アフリカ 

 南アフリカ法制史学会にて報告（発表 11，
12）、国際シンポジウム「法典化の 19 世紀」
(2012 年）及び比較法学会ミニ・シンポジウ
ム「ミクスト・リーガル・システムと日本法」
(2012 年） を開催し、R.van den Bergh
（4,5,6）、J. du Plessis, M.de Waal(17;比較
法研究 74号 217-236)教授を招聘した。また、
ローマン・ダッチ・ローに関し、B.Sirks 教授
による講演を開催した(発表 15)。 
ローマン・ダッチ・ロー、オランダ法と日

本の接点をオランダにおいても調査した
（2011、2012 年）。法典化・立法をしないこ
とが重要なテーマであること(19 世紀学研究
8 号 1-54;関連して 13,25;発表 10,19,23)、
日本に対しては(混合法の要素としての)慣
習法に関心が集中していることが認識され
た。 
・ルイジアナ 
何と言っても狭義ミクスト・リーガル・シ

ステム論の論客パーマー教授を比較法学会
に際して招聘できたことが大きかった。新潟、
東京、京都、福岡で研究会を開催し、南アフ
リカのデュ・プレッシ教授、デ・ヴァール教
授を交え、方法論的議論を深めることが出来
た(17;発表 30,31,32,33,34)。教授からは分
類論の立場から、日本とトルコといった国を
同グループとして考えることが提案された。 
・スコットランド 
スコットランドでシンポジウム ‘Roman 

Law and Civilian Tradition –Japan and 
Scotland-‘ を開催した（2013 年、発表 6,7,8）。
またこれに参加された E.Metzger 教授を日本
に招聘してイングランドおよびスコットラ
ンドのローマ法伝統について検討した（2013
年）。 
広義ミクスト・リーガル・システムの提唱

者E.Örücüエリュジュ教授（グラスゴー大学）
にインタヴューを行い（2013 年）、トルコと
日本の比較の意義について討議した。日本法
において慣習法・伝統法の探究を行う目的は
何かが問われる、という問題提起を受けた。 
・ケベック 

 ケベック比較法学会 50 周年記念国際シン
ポジウムに参加し（2011 年;発表 37）、また
カナダ、スイスと日本を比較するシンポジウ
ムを開催した（A.Ciano、C.Schwarzenegger
教授、2012 年;発表 21,22）。 
 本研究で新たに視野に入ってきた地域は、
一方では法典化を行う英米法たるインドで
ある（図書 2；発表 29；S.トファーリス「1882
年インド信託法：歴史と法理論」立教法学 88, 
p.237-219）。 
他方では、セルビア・モンテネグロが注目

される。これについては 2014 年ベオグラー
ド大学法学部長シーマ・アヴラモーヴィチ教
授の来日を得た。セルビアは近代化について

日本の半世紀先をゆく存在であった。モンテ
ネグロは 19 世紀末に、慣習法調査に基づい
たユニークな、最新鋭の財産法典を作り上げ
た。いずれも、日本法の比較相手として重要
であり、今後分析を進めていかなければなら
ない。 
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